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返還を始めるみなさんへ 

 

新潟市奨学金は、貸付終了後返還していただくものであり、みなさんからの返還金

を直ちに次の奨学生に貸付ける仕組みとなっています。 

返還が円滑に行なわれないと、次の貸付けに支障をきたすことになりますので、約

束どおり必ず返還してください。 

 
 
●下記＜返還のおぼえ＞に記入し、返還方法等を忘れないようにしてください。 

●各期の返還後には、次ページの＜返還実績確認表＞に記入し、返還状況を管理して

ください。 

●返還金の領収証は再発行できません。返還完了まで大切に保管しておいてください。 

 

＜返還のおぼえ＞ 

奨学生番号  

借用金額                   円 

借用期間     年  月から     年  月まで 

返還方法  半年賦 （７月末日 及び １２月末日） 

総返還回数                   回 

初回返還年月              年    月 

初回返還額                   円 

２回目以降の返還額 

（１回あたりの返還額） 
                  円 

連帯保証人 
 

 

この返還の手引きは、返還完了まで大切に保管しご利用ください。 
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＜返還実績確認表＞ 

 

●各期の返還後に実績を記入して、返還状況を管理してください。 

●返還金の領収証は再発行できませんので、返還完了まで大切に保管しておいてくだ

さい。 

借用金額 
円 

返還回数 
回 

初回返還額 
円 

２回目以降の 

返還額 円 

 返還年月日 返還金額  返還年月日 返還金額 

1 回目  円 21 回目  円 

2 回目  円 22 回目  円 

3 回目  円 23 回目  円 

4 回目  円 24 回目  円 

5 回目  円 25 回目  円 

6 回目  円 26 回目  円 

7 回目  円 27 回目  円 

8 回目  円 28 回目  円 

9 回目  円 29 回目  円 

10 回目  円 30 回目  円 

11 回目  円 31 回目  円 

12 回目  円 32 回目  円 

13 回目  円 33 回目  円 

14 回目  円 34 回目  円 

15 回目  円 35 回目  円 

16 回目  円 36 回目  円 

17 回目  円 37 回目  円 

18 回目  円 38 回目  円 

19 回目  円 39 回目  円 

20 回目  円 40 回目  円 
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１ 借用証書、返還明細書等の提出  

「借用証書」及び「返還明細書」は、借用金額と保証関係、今後の返還方法を確認するため

のものです。それぞれ必要事項を記入、押印のうえ、必ず指定された期日までに新潟市教育

委員会学務課へ提出してください。 
 
(1) 「借用証書」及び「返還明細書」記入上の注意 

   次ページ以降の記入例を参照のうえ、必要事項を記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 連帯保証人について 

   奨学生本人と連帯して返還の責任を負います。連帯保証人は、貸付採用時に届け出た

誓約書に記載された方です。 
   採用時に届け出た連帯保証人を変更する場合は、変更届出書（Ｐ１７）と印鑑登録証

明書を提出してください。 
 ◎連帯保証人の要件 

・成年で独立の生計を営み、債務を弁済する能力を有する４親等以内の親族等 

・日本国内に住所を有する者 
・日本国籍を有する者又は日本の永住権を有する者 
・生活保護費の支給を受けていない者 
・裁判所から破産宣告を受けていない者 
・過去に新潟市奨学金の貸付けを受け、返還金に未納がない者 

 
(3) 提出書類（「＊」は指定様式） 

①「奨学金借用証書 ＊」 

②「奨学金返還明細書 ＊」 

③「異動届出書 ＊」 

④「連帯保証人の直近の市・県民税課税（所得）証明書」（市区町村で発行） 

※令和７年度の新規採用者で、採用時と連帯保証人の変更がない場合は、省略可 

⑤「奨学生アンケート ＊」 
 

 貸付採用時と連帯保証人を変更する場合は、上記のほか以下の⑥⑦を提出してください。 

⑥「変更届出書 ＊」（Ｐ１７をコピーして使用してください。） 

⑦「連帯保証人の印鑑登録証明書」（市区町村で発行） 

●黒か紺のボールペンで記入してください。 

●ご本人及び連帯保証人各自が自署、押印をしてください。 

●連帯保証人の印鑑は印鑑登録証明書と同じもの（実印）を使用してください。 

●同居先、団地、アパートの棟号、室番は必ず記入してください。 

●記入事項の訂正には、修正液、修正テープを使用しないで、以下の方法でお願いします。 

●「借用証書」の記入事項の訂正・・・誤った部分を二本線で消して、各自の印を押し、上部に

正しい事項を記入してください。金額の訂正は一部分だ

けでなく、全部を訂正してください。 

●「返還明細書」の記入事項の訂正・・訂正印は不要です。誤った部分を二本線で消して、上部

に正しい事項を記入してください。 
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【借用証書記入例】  

別記様式第９号（第１１条関係） 

 

奨学金借用証書 

 

令和○○年○月○○日 

 

 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

奨学生  住所 新潟市中央区□□○○－○ 

      氏名 新潟 太郎     印 

      奨学生番号 １２３４５６ 

 

連帯保証人 住所 新潟市中央区□□○○－○ 

      氏名 新潟 一郎      

 

 

 下記の金額の奨学金の貸付けが終了しましたので，新潟市奨学金条例に従い連帯して遅滞

なく返還することを証するため本証書を提出します。 

 

記 

 

 

金額 ８００，０００    円 

貸付けが終了 

した理由 

※ 卒業・辞退・その他（     ） 

 

 

 

 

注１ 奨学生及び連帯保証人の氏名欄は，必ず本人が署名，押印をしてください。 

注２ ※欄は，該当するものを○で囲んでください。 

 

 

 

租税特別措置

法第 91 条の 3

第 2 項により

収入印紙は必

要ありません 

奨学生番号（６桁）

を記入してください。 

ご本人が自署、押

印してください。 

非課税措置により、収入

印紙は必要ありません。 

連帯保証人が自

署、押印してくださ

い。印鑑は印鑑登録

証明書と同じもの

（実印）を使用して

ください。 

貸付総額を記入し

てください。 

貸付終了理由を○で囲んで

ください。その他の場合は、具

体的に記入してください。 
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【奨学金返還明細書記入例】 

奨学金返還明細書 

奨学生番号 １２３４５６  

フリガナ ﾆｲｶﾞﾀ ﾀﾛｳ 
生年月日 

昭和・平成 
  ○○年 ○月 ○日 氏 名 新潟 太郎 

奨学金貸付時の

在籍学校名 
○○大学 

令和○○年３月 
（卒業・卒業予定・退学） 

借
用
明
細 

借用金額 借用期間終了事由 借用年数 
 

８００，０００ 

円 

卒 

業 

辞 

退 

退 
学 

死 

亡 
そ
の
他 

 
２ 

年 
借用年月 令和○○年 ４月 から 令和○○年 ３月まで 

返還方法 返還月 初回返還額 ２回目以降の返還額 返還回数 
半年賦 ７月末・１２月末 ４０，０００円 ４０，０００円 ２０回 

 
 本人・連帯保証人・保護者の住所、勤務先 

本

人 

現住所 
住所：〒９５１－○○○○ 

   新潟市中央区□□○○－○ 

電話：０２５－２２６－△△△△ 携帯：０９０－１２３４－×××× 

勤務先 

名称：株式会社 □□□    

住所：〒１〇〇－○○○○ 
    東京都□□□□○－○ 

電話：０３－２２７７－△△△△ 

連

帯

保

証

人 

氏 名 新潟 一郎 本人との続柄 父 

現住所 
住所：〒９５１－○○○○ 

    新潟市中央区□□○○－○ 

電話：０２５－２２６－△△△△ 携帯：０９０－５６７８－×××× 

勤務先 

名称：○○○株式会社 
住所：〒９５０－○○○○ 
    新潟市西区○○○ □□ビル ２階 

電話：０２５－２６１－△△△△ 

保 

護 

者 

氏 名 新潟 一郎 

現住所 
住所：〒９５１－○○○○ 

    新潟市中央区□□○○－○ 

電話：０２５－２２６－△△△△ 

 備考 

納入通知書は，連帯保証人住所へ送付願います。 

  

ご本人住所以外
へ納入通知書など

の文書の送付を希
望する場合は、その
旨記入してくださ

い。 

４月以降の状況

を記入してくださ
い。 

進学した場合は

その旨を、就業して
いない場合は「勤務
先なし」、「求職中」

などと記入してく
ださい。 

就業していない場
合は「求職中」「勤務

先なし」などと記入
してください。 

いずれかの該当
する事由を○で囲
んでください。 

【辞退】 
奨学金が必要な

くなり、その旨を届

け出た場合。 
【その他】 

卒業以外の事由

による貸付期間満
了など。 

返還額、返還回数
は貸付総額によって

異なります。Ｐ１４
の「奨学金返還表」
を参照のうえ記入し

てください。 
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２ 奨学金の返還  

(1) 返還開始時期 

・返還は、貸付期間が終了して８か月経過後の７月または１２月から始まります。 

 

(2) 返還期日・1 回あたりの返還額 

・半年賦（年２回）による返還で、納期限は７月末日、１２月末日になります。 
・貸付総額によって１回あたりの返還額が決まります（Ｐ１４「奨学金返還表」を参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 返還の方法 

  ①返還時期になりましたら、教育委員会から「納入通知書」を送付します。 
②「納入通知書」が届いたら、名前、金額等に誤りがないかを確認してください。 
③「納入通知書」を持参のうえ、下記の「●新潟市が指定する金融機関一覧●」に示す

金融機関または区役所等の本市の収納窓口にて納付してください。 
※納入通知書が届かない場合や紛失した場合は再発行しますので、教育委員会までご連絡く

ださい。 
※納入通知書は原則としてご本人の住所へ送付します。連帯保証人などご本人以外の住所へ

送付を希望する場合は、奨学金返還明細書の備考欄にその旨を記入してください。 
※海外へは納入通知書を送付できません。ご本人が海外に在住している場合は、連帯保証人

などのご指定の住所へ送付します。 
 
●新潟市が指定する金融機関一覧●   ※取扱いは日本国内の店舗のみです。 

・第四北越銀行 ・東邦銀行 ・加茂信用金庫 ・新潟県信用農業協同組合連合会 

・大光銀行 ・北陸銀行 ・新潟縣信用組合 ・新潟かがやき農業協同組合 

・みずほ銀行 ・きらやか銀行 ・興栄信用組合 ・新潟市農業協同組合 

・三菱 UFJ 銀行 ・新潟信用金庫 ・はばたき信用組合 ・新潟県労働金庫 

・三井住友銀行 ・三条信用金庫  ・協栄信用組合 
・東日本信用漁業協同組合連合会 
新潟支店 

・秋田銀行 ・新発田信用金庫 ・巻信用組合 ・ゆうちょ銀行（郵便局） 
 

 
 
 
 
 
 

土、日、休日、夜間にも、金融機関が提供する「Pay－easy（ペイジー）」サ

ービスをご利用いただくことで、パソコン、スマートフォン、携帯電話、ATM

からお支払いいただくことができます。 

利用方法、利用可能な金融機関など、詳しくは、「ペイジー（日本マルチペイ

ンメントネットワーク推進協議会）のホームページ」でご確認ください。 

【例】大学を３月に卒業。４年間、総額１６０万円借りた方の場合 
卒業した年の１２月が初回の返還となり、翌年以降は７月と１２月の 

年２回ずつ返還していただきます。 
返還回数 返還月 返還額 

初回 １２月 ５９，０００円 
２回目 ７月 ６７，０００円 
３回目 １２月 ６７，０００円 

    

２４回目 ７月 ６７，０００円 
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(4) 繰り上げ返還 

 奨学金は、全額又は一部を繰り上げて返還することができます。繰り上げ返還を希望す

る場合は、新潟市オンライン申請システム（e-NIIGATA）より手続きを行ってください。

右記二次元コードから手続き画面に進み、申請してください。      【▽手続き画面】 

オンライン申請が難しい場合は、紙による申請も可能です。 

「繰上返還申込書」【様式Ｐ１６】をコピーの上、教育委員会 

学務課宛てに郵送してください。   

 

 
 
 
 

 
 
(5) 遅延損害金 

 返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの

期間の日数に応じて、返還すべき金額に年３パーセントの割合を乗じて得た金額（その

金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に相当する遅延損

害金を徴収します。 

ただし、遅延損害金の金額が 1,000 円未満であるときは、徴収しません。 

 

 

 

※災害その他やむを得ない理由で返還できないと認めるときは、遅延損害金の全部又は一部を免

除できる場合がありますのでご相談ください。 
 
(6) 返還金の督促 

 奨学金の返還はご本人が責任をもって行わなければなりません。ご本人が返還しない

場合、連帯保証人に請求することになります。 

   滞納者には、教育委員会が自宅や勤務先へ督促状送付、電話督促、訪問等を行うこと

になります。 

 

 

 

 

 

(7) 返還の完了 

   返還完了後に、「返還完了通知」を送付します。 

 

 

 

 

 

 

【即時返還】  

返還できない特別な理由もなく、奨学金を返還すべき日から５年を経過しても返還しない場

合には、返還期限の到来前であっても、貸付残額の全額について即時に返還していただきます。 

【遅延損害金の納入方法】 

遅延損害金の金額は、返還金の元金が納入期限から何日遅れて納入されたかにより決まりま

す。したがって、元金が納入された後に、金額を算出して「納入通知書」をお送りします。 

【一部繰り上げ返還の注意事項】 

１回あたりの返還額を１単位とします。例えば、１回あたりの返還額が 40,000 円の場合、 

繰り上げ返還できる額は 40,000 円、80,000 円、120,000 円・・・となります。なお、一部繰り

上げ分は、返還回数を最終回から短縮する方法とします。 

 



- 8 - 
 

 (8) その他の届出 

下記事由の変更・異動があった場合は、速やかに届け出てください。  【▽手続き画面】 

オンライン申請が可能な手続きについては、新潟市オンライン申請 

システム（e-NIIGATA）より手続きを行ってください。右記二次元コード 

から手続き画面に進み、届け出てください。 

※申請にあたり、利用者 ID（メールアドレス）の登録が必要です。 

オンライン申請が難しい場合、又はオンライン申請に対応していない手続きをされる

場合は、該当の様式をコピーの上、教育委員会学務課宛てに郵送してください。 

※死亡届出書が必要な場合は、様式を送付しますので、教育委員会学務課（025-226-3168）

へご連絡ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

変更（異動）事由 オンライン申請の可否 様式 添付書類 

本人の氏名・住所変更 

連帯保証人の住所変更 
〇  

変更届出書 

【様式Ｐ１７】 

 

連帯保証人の変更 
× 

（紙による届出） 

印鑑登録証明書 

所得証明書 

奨学生の死亡 
× 

（紙による届出） 

死亡届出書 

※ 
死亡を証明する書類 
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３ 返還猶予  

 奨学生が進学したときや疾病その他特別の事由のため奨学金の返還が困難なとき、申請に

より返還を猶予することがあります。 

  

◆主な返還猶予事由一覧 

申請事由 手続 添付書類 証明書発行者 猶予期間 

進学 進学時 在学証明書 ※ 進学先学校長 
在学中。ただし、最短修学

期間まで 

入学（受験） 

準備中 
毎年度 

予備校の在籍証明書、

出身学校長等の証明

書等 

在籍学校長 

出身学校長 

原則当該年度の返還分の

みとし、最長でも通算３年

以内 

在学中 
毎年度 

【注】 
在学証明書 ※ 在学学校長 

在学中。ただし、最短修学

期間まで 

傷病 毎年度 診断書 医師 猶予が必要と認める期間 

災害等 毎年度 罹災証明書等 
市町村長 

消防署長 

原則当該年度の返還分の

み 

失業 毎年度 
雇用保険受給資格者

証の写し、離職票 
職業安定所長 

原則当該年度の返還分の

みとし、最長でも通算３年

以内 

新卒（退学）者 

の無職、未就職 
毎年度 

求職活動中であるこ

との証明書等 

出身学校教

諭、教授等 

原則当該年度の返還分の

みとし、最長でも卒業後３

年以内 

出産、育児 毎年度 

母子健康手帳の写等、

その事実を明らかに

する書類 

市町村長 
最長でも対象となる子が

満３歳に達する年度まで 

その他、市長が特に返

還の猶予が必要であ

ると認めた場合 

毎年度 
その事実を明らかに

する書類 

その事実を証

明できる第三

者 

原則当該年度の返還分の

み 

※在学証明書は、在学校指定の証明書又は本書Ｐ２２の様式で提出してください。 

【注】 貸付を途中辞退し、その後も在学中の場合、在学証明書に最短修学年限（卒業予定年月）が明示され 

ていれば、その期間は猶予されますので、毎年度申請する必要はありません。 

 

◆申請方法 

下記書類を教育委員会学務課へ提出してください。 

①奨学金返還猶予申請書【様式Ｐ１８】 

②猶予事由を証明する書類 ※上記一覧参照 
 

◆申請結果 

  返還猶予の可否について、申請者に通知します。 
 

◆その他 
連帯保証人に十分な返還能力があるときは、猶予が認められない場合があります。 
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４ 返還免除  

  奨学生が奨学金の返還を完了する前に死亡した場合や障がい等のため奨学金の返還が困

難で、かつ連帯保証人も返還が困難と認められる場合、申請により返還残額の全部または

その一部の返還を免除することがあります。 

 

◆返還免除事由一覧 

申請事由 添付書類 証明書発行者 免除期間 

死亡 
戸籍抄本、住民票の除票等、

死亡が確認できるもの 
市町村長 

免除の決定を受けた

次の返還分から 

障がい ※ 
診断書 

障害者手帳等の写し 

医師 

市町村長 

 ※返還免除の対象となる障がいとは、身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者

保健福祉手帳１級に該当するもので、今後就業が困難であると認められる場合です。 

 

◆申請方法 

下記書類を教育委員会学務課へ提出してください。 

①奨学金返還免除申請書【様式Ｐ１９】 

  ②免除事由を証明する書類 ※上記一覧参照 

  ③連帯保証人及び本人（死亡の場合を除く）の収入に関する証明書 

 

◆申請結果 

 返還免除の可否について、申請者に通知します。 
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５ 返還特別免除  

 専門学校、短期大学、大学、大学院の奨学生が卒業後、新潟市に住所を有し、新潟市の

市民税が課税されている場合、申請により返還額の一部を免除します。 

 

◆対象者及び免除額など 

対象者 

※すべての条件に

該当する者 

・専門学校、短期大学、大学、大学院で新潟市奨学金の貸付けを受

けた 

・新潟市に住所を有しており、居住実態がある ※ 

・当年度に新潟市の市民税が課税されている 

・市税及び新潟市奨学金の返還に未納が無い 

免除年額 当年度の返還額の１／２の額 

通算免除額 
最大で貸付総額の１／４の額 

（限度額４０万円） 

免除期間 通算免除額に達するまで 

 ※居住実態がないと判断される場合、免除が認められないことがあります。 

 

◆申請時期 

毎年、９月から１０月中旬までの期間に申請してください。（７月返還分で返還が完了す

る場合は、返還が完了する年の４月中旬から５月末までの期間に申請してください。） 

市民税課税要件があるため、通常、就業２年目以降に申請が可能です。 

 

【申請時期（例）】 2026 年 3 月に卒業し、4 月から就業した場合 

2026 年 3月卒業 専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業 

2026 年度（就業 1 年目） 新潟市に居住し、就業開始 

↓12 月返還（1 回目） 

2027 年度（就業 2 年目） 

 

 

 

 

 

返還完了 

↓ 7 月返還（2 回目） 

↓9 月から 10 月中旬までに【返還特別免除申請】 

↓12 月返還（3 回目）【特別免除適用】 

 

↓ ～以降、通算免除額に達するまで繰り返し～ 

 

通算免除額に達した後は、通常どおり 7月、12 月返還 
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◆申請方法 

【オンライン申請】 

新潟市オンライン申請システム（e-NIIGATA）より手続きを行ってください。【▽新潟市 HP】 

納納税証明書（新潟市制度用）をご準備の上、右記二次元コードから     

新潟市ホームページへログインし、申請フォームへ進んでください。                    

 ※申請にあたり、利用者 ID（メールアドレス）の登録が必要です。   

 

【郵送申請（紙による申請）】 

オンライン申請が難しい場合は、納税証明書（新潟市制度用）及び下記提出書類の様式

をコピーの上、学務課宛てに郵送してください。 

 

提出書類  

申請方法 

返還特別免除申請書 

【様式Ｐ１８】 

同意書 

【様式Ｐ１９】 

納税証明書 

（新潟市制度用） 

オンライン申請 不要 不要 要 

郵送申請（紙による申請） 要 要※ 要 

※同意書の提出がない場合は、別途証明書（住民票の写し・課税証明書）を提出していただきます。 

 

◆免除の適用 

 返還特別免除は、申請年度の１２月返還分に適用します。 

 （７月返還分で返還が完了する場合は、７月返還分に適用します。） 

 

◆申請結果 

  返還特別免除の可否について、申請者に通知します。 

 

◆その他 

 ・通算免除額まで免除を希望する場合は、複数年度に渡って申請が必要です。 

 ・返還特別免除は申請年度の返還金に対して適用します。年度を遡って免除することはで

きません。 
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【例】大学４年間で、総額 160 万円の貸付を受けた場合 
   ［返還回数２４回、１回あたりの返還額 67,000 円（初回のみ 59,000 円）］ 
 

奨学生が卒業後、新潟市に居住し、新潟市の市民税が課税されている場合、申請により

その年度の返還額の１／２の額を免除します。 
【通算免除額】貸付総額の１／４の額（限度額 40 万円） 
【免 除 期 間】通算免除額に達するまで 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 貸 付 総 額  1,600,000 円（年額 40 万円 × 4 年間） 
 返還特別免除額  －400,000 円（67,000 円 × 5 回、65,000 円 × 1 回）  
                                                
 実 返 還 額  1,200,000 円 
 
 
※ 毎年６月に、前年の所得に応じて市民税額が確定します。 
※ 市民税は前年の所得に応じて課税されるので、通常、就業１年目は課税されません。 
  ただし、一定額以上のアルバイト収入などがあり翌年度の市民税が課税された場合は、免

除の対象となることがあります。 
 

年度
返還月 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7

住所地
卒
業

市民税課税
期間

返還回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

← ← ← ← ← ←

特別免除

当
年
度
市
民
税
確
定

免
除

（
1
回
目

）

当
年
度
市
民
税
確
定

免
除

（
2
回
目

）

当
年
度
市
民
税
確
定

免
除

（
3
回
目

）

当
年
度
市
民
税
確
定

免
除

（
4
回
目

）

当
年
度
市
民
税
確
定

免
除

（
5
回
目

）

当
年
度
市
民
税
確
定

免
除

（
6
回
目

）

年間返還額

特別免除額

実返還額

134,000円　　

134,000円　　

134,000円　　

-67,000円　　

67,000円　　

134,000円　　

-65,000円　　

69,000円　　

134,000円　　

-67,000円　　

67,000円　　

134,000円　　

-67,000円　　

67,000円　　

59,000円　　

59,000円　　

134,000円　　

67,000円　　

-67,000円　　

134,000円　　

-67,000円　　

67,000円　　

後期分を免除

新潟市 新潟市 新潟市 新潟市 新潟市 新潟市 新潟市

新潟市 新潟市 新潟市

返還9年目

新潟市 新潟市 新潟市 新潟市 新潟市

返還1年目 返還2年目 返還3年目 返還4年目 返還5年目 返還6年目 返還7年目 返還8年目
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＜奨学金返還表＞ 

●貸付総額によって１回あたりの返還額と返還回数が決まっています。 

 

 
 
 
 

貸付総額 初回返還額 ２回目以降の返還額 返還回数 

２００，０００円  ２０，０００円  ３０，０００円  ７回  

３００，０００円  ３０，０００円 ３０，０００円  １０回  

４００，０００円  １０，０００円  ３０，０００円  １４回  

５００，０００円  ２０，０００円  ３０，０００円  １７回  

６００，０００円  ３０，０００円  ３０，０００円  ２０回  

７００，０００円  ３５，０００円  ３５，０００円  ２０回  

８００，０００円  ４０，０００円  ４０，０００円  ２０回  

９００，０００円  ４５，０００円  ４５，０００円  ２０回  

１，０００，０００円  ５０，０００円  ５０，０００円  ２０回  

１，１００，０００円  ５０，０００円  ５０，０００円  ２２回  

１，２００，０００円  ５０，０００円  ５０，０００円  ２４回  

１，３００，０００円  ４６，５００円  ５４，５００円  ２４回  

１，４００，０００円  ５４，５００円  ５８，５００円  ２４回  

１，５００，０００円  ６２，５００円  ６２，５００円  ２４回  

１，６００，０００円  ５９，０００円  ６７，０００円 ２４回  

１，７００，０００円  ６８，０００円  ６８，０００円  ２５回  

１，８００，０００円  ３２，０００円  ６８，０００円  ２７回  

１，９００，０００円  ６４，０００円  ６８，０００円  ２８回  

２，０００，０００円  ６８，０００円  ６９，０００円  ２９回  

２，１００，０００円  ７０，０００円 ７０，０００円  ３０回  

２，２００，０００円  ６８，５００円  ７３，５００円  ３０回  

２，３００，０００円  ６５，０００円  ７４，５００円  ３１回  

２，４００，０００円  ７５，０００円 ７５，０００円  ３２回  

２，５００，０００円  ６８，０００円  ７６，０００円  ３３回  

２，６００，０００円  ７５，５００円  ７６，５００円  ３４回  

２，７００，０００円  ７６，５００円  ７９，５００円  ３４回  

２，８００，０００円  ８０，０００円 ８０，０００円  ３５回  

２，９００，０００円 ７８，０００円  ８３，０００円  ３５回  

３，０００，０００円  ７７，５００円  ８３，５００円  ３６回  

３，１００，０００円  ７６，０００円  ８４，０００円  ３７回  

３，２００，０００円  ８６，０００円  ８６，５００円  ３７回  

３，３００，０００円  ８１，０００円  ８７，０００円  ３８回  

３，４００，０００円 ８８，５００円  ８９，５００円  ３８回  

３，５００，０００円  ８０，０００円  ９０，０００円  ３９回  

３，６００，０００円  ９０，０００円  ９０，０００円  ４０回  
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＜各 種 様 式＞ 

 

 
※様式はコピーをして、使用してください。 



- 16 - 
 

繰上返還申込書 
 

  年  月  日 
 
（宛先）新潟市長 
 

住所 
 

氏名               
 

奨学生番号 
 
 下記のとおり，奨学金の（ 全額 ・ 一部 ）について繰上げ返還を希望します。 
 

記 
 

１ 全額繰上げ返還の場合 

全額繰上げ返還額 円  

納付希望年月       年    月 注４ 

 
    ２ 一部繰上げ返還の場合 

返還残額 円  

① １回あたりの返還額 
（２回目以降の返還額） 

円  

② 繰上げ返還回数 回分  

（③ 初回返還額）  注３ 

一部繰上げ返還額 
①×②＋③ 

円  

納付希望年月       年    月 注４ 

 
注１ 返還残額のうち，全額を繰上げ返還する場合は１，一部を繰上げ返還する場合は２に金額等を記入してく

ださい。 
注２ 一部繰上げ返還額は，１回あたりの返還額を１単位とします。 
注３ 初回から一部繰上げ返還を希望し，初回と２回目以降の１回あたりの返還額が異なる場合，初回返還額を

記入してください。 
注４ 納付希望年月の月末を納期限とした納入通知書を送付します。納期限を過ぎて納付された場合，遅延損害

金が加算されることがありますのでご注意ください。 
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別記様式第６号（第９条関係） 

変更届出書 

年   月   日 

（宛先）新潟市長 

奨学生   〒    － 

  住所             

 

                          氏名           印 

奨学生番号 

連帯保証人 〒    － 

  住所             

 

                          氏名           印 

 

 下記のとおり変更がありましたので，新潟市奨学金条例施行規則第９条の規定により届け出ま

す。 

記 

変更事項 変更前 変更後 

本

人 

フリガナ   

氏 名 
  

住  所 

〒    － 

 

 

電話番号    －    － 

携  帯    －    － 

〒    － 

 

 

電話番号    －    － 

携  帯    －    － 

振替

口
座 

金融機関       銀行     支店 銀行     支店 

口座番号 （普通・当座） （普通・当座） 

フリガナ   

口座名義   

連
帯
保
証
人 

フリガナ   

氏 名  実印 

住  所 

〒    － 

 

 

電話番号    －    － 

携  帯    －    － 

〒    － 

 

 

電話番号    －    － 

携  帯    －    － 

本人との

続柄 

  

注１ 振替口座の口座名義が奨学生本人以外の場合は，委任状を添付してください。 

２ 新たに連帯保証人となった者は，実印を押印の上，印鑑証明書を添付してください。



- 18 - 
 

別記様式第１２号（第１４条関係） 
 

奨学金返還猶予申請書 
 

年   月   日 
 
（宛先）新潟市長 
 

奨学生  住所 

氏名              

奨学生番号  

連帯保証人 住所 

氏名               
 
 

 新潟市奨学金の返還について、新潟市奨学金条例第１５条の規定による猶予を受けたいの

で申請します。 
 

記 
 
 １ 希望する返還猶予期間 
 
         年   月から     年   月まで 
 
 ２ 猶予となる事由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注 疾病による事由の場合は医師の診断書を、進学の場合は在学証明書を、その他特別の事

由による場合はそれを証明する書類を添付してください。 
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別記様式第１０号（第１３条関係） 
 

奨学金返還免除申請書 
 

年   月   日 
 

（宛先）新潟市長 
 

届出人  住所 

氏名               

奨学生との続柄 

連帯保証人 住所 

氏名               
 

 
 新潟市奨学金の返還について、新潟市奨学金条例第１４条第１項の規定による免除を受け

たいので申請します。 
 

記 
 
 １ 奨学生氏名 
   奨学生番号 
 
 ２ 免除となる事由 
 
 
 
 ３ 貸付期間        年   月から      年   月まで 
 
 ４ 貸付総額                円 
 
 ５ 返還済額                円 
 
 ６ 未返還額                円 
 
 
注 死亡の場合は死亡を証明する書類を、その他の事由の場合はそれを証明する書類を添付 

してください。 
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別記様式第１１号（第１３条関係） 
 

奨学金返還特別免除申請書 
   年   月   日 

（宛先）新潟市長 
                       〒   － 

奨 学 生 住所 
      氏名              
      奨学生番号 

 
 新潟市奨学金の返還について，新潟市奨学金条例第１４条第２項の規定による免除を受けたい

ので申請します。 
記 

 
 １ 就業先 所 在 地                             
       名  称                             
       電話番号                             
 
 ２ 貸付期間   平成・令和   年   月 から 平成・令和   年   月まで 
 
 ３ 貸付総額                   円 ･････ ① 
 
 ４ 返還済額                   円 ･････ ②（返還特別免除の額は除く） 
 
 ５ 前年度までに承認された返還特別免除の免除額（元号は囲む） 
   ❶ 平成・令和   年度  免除額        円 
   ❷ 平成・令和   年度  免除額        円 
   ❸ 平成・令和   年度  免除額        円 
   ❹ 平成・令和   年度  免除額        円 
   ❺ 平成・令和   年度  免除額        円 
   ❻ 平成・令和   年度  免除額        円 
               合計免除額        円 ･････ ③ 
 
 ６ 返還残額                     円 ･････ ①－（②＋③） 
  
 ７ 申請年度の返還額                 円 ･････ ④（7月と 12月の合計額） 
 
 ８ 申請年度の免除額                 円 ･････ ④×1/2＝⑤ 
 
 ９ 申請年度の免除後の返還額             円 ･････ ④－⑤ 
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同 意 書 

（住民基本台帳、市民税の課税状況確認用） 

 
 

  年  月  日 
 
（宛先）新潟市長 
 
 

私は、今年度の新潟市奨学金返還特別免除制度の申請に際して、新潟市教育委員会が以下

の事項を確認することに同意します。 
 

同意の 
可 否 同意事項 

 
 現住所を確認するため、私の住民基本台帳情報を確認すること 

 
 市民税の課税状況を確認するため、私の所得情報を確認すること 

同意の可否について、上記の同意事項ごとに、同意される場合は「◯」、同意されない場合

は「×」を記入してください。 
 

住  所  新潟市     区             

                            

氏  名

ふ り が な

                        

生年月日  昭和・平成    年   月   日 

奨学生番号            

 
※ なお、同意されない場合は、別途証明書類を提出してください。区役所、出張所等で交

付しています。 

 

 

 
教
委
担
当
者 

確認１ 確認２ 確認３ 
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在学証明書 
新潟市奨学金用 

奨学生番号         

 注１ 学籍は本人が記入し、学校では学籍簿と照合し確認してください。 
２ ※欄は、該当するものを○で囲んでください。 

 
 
 ●この証明書は新潟市奨学金貸付事業のために必要となります。 

●奨学生はこの証明書を新潟市に提出することにより、当該年度の貸付け、返還猶予等を受け

ることができます。 

学 
 
 
 
 
 

籍 

【本人記入欄】 

 
 

学校名 
                                      
                                    
 
              科  第     学年  ※昼間部 ・ 夜間部 
 
             学部              学科・課程     
 
 学籍番号            卒業予定年月       年    月 
 
 ふりがな 
 
 氏  名                     
   

      年    月    日生     歳 

【学校記入欄】 

 
上記の者が、本校に在学していることを証明します。 
  
証明日       年   月   日 
 

（宛先）新潟市長 
 
 郵 便 番 号 
 学校所在地 
   
 
                              電話番号              

 
 

校長 
学校名                   学長               印 
                      学部長                  
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○新潟市奨学金条例 

平成19年3月26日 
条例第10号 

平成20年 3月19日条例第 9号 
平成26年12月22日条例第83号 
平成31年3月27日条例第16号 

令和2年7月6日条例第42号 
(目的) 

第1条 この条例は，修学のために経済的支援が必要な者に対する支援を通して，教育の機会均等を図るとともに，

本市の発展に資する有能な人材を育成することを目的とする。 
(貸付資格) 

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 
(1) 本人又は本人の保護者(本人が未成年の場合にあってはその親権を行う者をいい，本人が成年の場合にあっ

ては父母又はこれに代わる者をいう。) が市内に住所を有する者であること。 
(2) 心身共に健全で，学業に優れ，かつ，修学のために経済的な支援を行うことが適当であると認められる者

であること。 
(3) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。) に在学する者 
イ 高等専門学校に在学する者 
ウ 専修学校の高等課程に在学する者 
エ 専修学校の専門課程に在学する者 
オ 短期大学（専門職短期大学を含む。以下同じ。）に在学する者 
カ 大学（専門職大学を含む。以下同じ。）に在学する者(留学先の大学に学費を納入する義務を負って留学

する者で，学位取得を目的とし，又はその者が在学する大学の許可を受けて留学するものを含む。) 
キ 大学院に在学する者(留学先の大学院に学費を納入する義務を負って留学する者で，学位取得を目的とし，

又はその者が在学する大学院の許可を受けて留学するものを含む。) 
2 奨学金の貸付けを受けようとする者が，その在学する前項第3号アからキまでに規定する学校(以下「学校」と

いう。) の種類と同一の学校の種類において，この条例に規定する奨学金の貸付けを受けたことがある場合及

び新潟市社会人奨学金条例 (平成20年新潟市条例第8号) による奨学金の貸付けを受けたことがある場合は，同

項の規定にかかわらず，奨学金の貸付けを受けることができない。 
(奨学金の額) 

第3条 奨学金の額は，次の表のとおりとする。 
区分 金額(年額) 

高等学校，高等専門学校及び専修学校の高等課程 200,000円 
専修学校の専門課程，短期大学，大学及び大学院 400,000円 
(利子) 

第4条 奨学金は，無利子とする。 
(貸付期間) 

第5条 奨学金の貸付期間は，学校における正規の最短修学期間とする。 
2 奨学金の貸付期間は，最長通算9年とする。 

(貸付時期) 
第6条 奨学金は，毎年度2期に分けて，前期分を4月末日までに，後期分を9月末日までに貸し付ける。ただし，

初年度については，当該年度分を9月末日までに貸し付けるものとする。 
(申請) 

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は，別に定めるところにより，市長に申請をしなければならない。 
(貸付けの決定) 

第8条 市長は，前条の申請により選考を行い，奨学金の貸付けを受ける者を決定し，毎年度予算の範囲内におい

て奨学金の貸付けを行う。 
(連帯保証人) 

第9条 奨学金の貸付けを受けようとする者は，連帯保証人を立てなければならない。 
2 前項の連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。) は，4親等以内の成人の親族とする。ただし，市長が特

別の理由があると認めるときは，この限りでない。 
3 その他連帯保証人に関する事項は，別に定める。 

(貸付けの停止) 
第10条 奨学金を受けている者(以下「奨学生」という。) が休学したときは，休学した日の属する期の次の期か

らその事由がなくなる日の属する期の前の期まで，奨学金の貸付けを停止する。 
(貸付けの終了) 

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは，奨学金の貸付けを終了する。 
(1) 退学し，又は死亡したとき。 
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。 
(3) 修学の継続が困難と認められるとき。 
(4) 前3号に掲げる場合のほか，奨学生として適当でないと認められるとき。 
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(奨学金の返還) 
第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは，貸付けが終了した日の属する月の翌月から起算して8

月を経過した後20年を超えない範囲内において半年賦の方法により返還しなければならない。ただし，奨学金

の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。 
(1) 卒業したとき。 
(2) 前条の規定により奨学金の貸付けを終了したとき。 
(即時返還) 

第13条 市長は，前条の規定にかかわらず，奨学金の貸付けを受けた者が奨学金を返還すべき日から5年を経過し

ても返還しない場合には，奨学金の貸付けを受けた者又はその連帯保証人に対して，貸付残額の全額について

即時に返還を求めることができる。 
2 奨学金の貸付けを受けた者及びその連帯保証人は，前項の規定による請求があった場合には，その債務の期限

の利益を失うものとする。 
(返還の免除) 

第14条 市長は，奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡した場合及び障がい等のため，

奨学金の返還が困難であると認められる場合には，奨学金の全部又はその一部の返還を免除することができる。 
2 市長は，前項に規定する場合のほか，本市に必要な人材を確保するために，市内に住所を有する者で市長が相

当と認めるものに対し，奨学金の全部又はその一部の返還を免除することができる。 
(返還の猶予) 

第15条 市長は，奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合で，その者から申請があった

ときは，相当の期間，奨学金の返還を猶予することができる。 
(1) 疾病その他特別の事由のため奨学金の返還が困難なとき。 
(2) 進学したとき。 
(遅延損害金) 

第16条 奨学金の貸付けを受けた者が奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは，当該返還すべき日の

翌日から返還の日までの期間の日数に応じて，返還すべき金額に年3パーセントの割合を乗じて得た金額(その

金額に100円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた金額)に相当する遅延損害金を徴収する。ただし，

遅延損害金の金額が1,000円未満であるときは，この限りでない。 
2 前項に規定する年当たりの割合は，閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。 
3 市長は，災害その他やむを得ない理由があると認めるときは，遅延損害金の全部又は一部を免除することがで

きる。 
(他の奨学金制度との併給) 

第17条 他の地方公共団体その他団体から奨学金の給付又は貸付けを受けていることが，この条例による奨学金

の貸付けを受けることを妨げるものではない。 
(その他) 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
附 則 

この条例は，平成19年4月1日から施行する。 
附 則(平成20年条例第9号) 

この条例は，平成20年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年条例第83号) 

 (施行期日) 
1 この条例は，平成27年4月1日から施行する。 
 (経過措置) 
2 第1条の規定による改正後の新潟市奨学金条例第16条の規定は，この条例の施行の日(以下「施行日」という。) 

以後に徴収する遅延損害金について適用する。ただし，当該遅延損害金のうち，返還すべき日が施行日前であ

る奨学金に係るものを徴収する場合における同条の規定の適用については，同条第1項中「返還の日」とあるの

は「新潟市奨学金条例等の一部を改正する条例(平成26年新潟市条例第83号)の施行の日(以下「施行日」という。) 
の前日までの期間の日数に応じて，返還すべき額に年10パーセントの割合を乗じて得た金額に施行日から返還

の日」と，「得た金額」とあるのは「得た金額を加えて得た金額」と，「100円」とあるのは「1円」と，同項

ただし書中「1,000円」とあるのは「100円」とする。 
   附 則(平成31年3月27日条例第16号) 
  この条例は，平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和2年7月6日条例第42号) 
 (施行期日等) 
1 この条例は，公布の日から施行し，第1条の規定による改正後の新潟市奨学金条例(以下「改正後の奨学金条例」

という。)第16条第1項の規定，第2条の規定による改正後の新潟市社会人奨学金条例 (以下「改正後の社会人奨

学金条例」という。)第16条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の新潟市入学準備金貸付条例 (以下「改

正後の入学準備金貸付条例」という。)第13条第1項の規定は，令和2年4月1日から適用する。  
(経過措置) 

2 改正後の奨学金条例第16条第1項の規定，改正後の社会人奨学金条例第16条第1項の規定及び改正後の入学準

備金貸付条例第13条第1項の規定は，令和2年4月1日以後の期間に対応する遅延損害金の額の計算について適用

し，同日前の期間に対応する遅延損害金の額の計算については，なお従前の例による。 
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○新潟市奨学金条例施行規則 

平成19年3月30日 
規則第24号 

改正 平成21年 3月24日規則第47号 
平成21年 9月 2日規則第67号 
平成22年 3月31日規則第34号 
平成23年 6月10日規則第50号 
平成26年 3月20日規則第10号 
平成28年 3月28日規則第44号 
令和3年 5月21日規則第38号 
令和5年 3月29日規則第20号 

(趣旨) 
第1条 この規則は，新潟市奨学金条例(平成19年新潟市条例第10号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 
(学力基準及び所得基準) 

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する学業に優れた者とは，別表第1に定める学力基準に該当する者とする。 
2 条例第2条第1項第2号に規定する修学のために経済的な支援を行うことが適当であると認められる者とは，市長が別に定め

る所得基準に該当する者とする。ただし，同項第3号アからウまでのいずれかに該当する者で，高等学校等就学支援金の支給

に関する法律(平成22年法律第18号)第6条第1項の規定により高等学校等就学支援金の支給を受けること，新潟市立高等学校

条例(昭和39年新潟市条例第30号)第7条第7項の規定により同項第1号又は第3号に掲げる授業料を徴収されないこと，新潟市

立中等教育学校条例(平成20年新潟市条例第4号)第7条第6項の規定により同項第1号に掲げる授業料を徴収されないこと，授

業料の助成又は減免を受けることその他の事由により，授業料の全部について負担しないものを除く。 
(貸付けの申請) 

第3条 条例第7条の規定により奨学金の貸付けの申請をする者(以下「申請者」という。) は，市長が指定する期日までに，次

に掲げる書類により申請しなければならない。 
(1) 奨学金貸付申請書(別記様式第1号) 
(2) 奨学生推薦調書(別記様式第2号)(条例第2条第1項第3号キに該当する場合にあっては，これに相当するものとして市長が

認める書類) 
(3) 前条第1項に規定する学力基準の判定に必要な書類 
(4) 前条第2項に規定する所得基準の判定に必要な書類 
(5) その他市長が必要と認める書類 
(選考委員会) 

第4条 市長は，条例第8条の選考を行うため，選考委員会を置くことができる。 
(奨学金の貸付けの決定) 

第5条 市長は，貸付けの可否の決定をしたときは，奨学金選考結果通知書(別記様式第3号)により，申請者に通知する。 
(誓約書の提出) 

第6条 前条の決定により貸付けを受けることとなった者は，直ちに連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第4号)を市長に提出

しなければならない。 
(連帯保証人の資格) 

第7条 条例第9条第3項の別に定める事項は，成年で独立の生計を営み，債務を弁済する能力を有していることとする。 
(在学証明書の提出) 

第8条 奨学金を受けている者(以下「奨学生」という。) は，毎年度4月末日までに当該年度の在学証明書を市長に提出しなけ

ればならない。 
(届出) 

第9条 奨学生は，次の各号のいずれかに該当する場合は，それぞれ当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。 
(1) 卒業，休学，復学，転学又は退学をした場合 異動届出書(別記様式第5号) 
(2) 本人，連帯保証人その他届出事項に異動があった場合 変更届出書(別記様式第6号) 
(3) 奨学金を必要としない事由が生じた場合 奨学金辞退届出書(別記様式第7号) 

2 前条各号に規定するもののほか，市長が特に必要と認めた場合は，奨学生は，その都度市長が定める事項を届け出なければ

ならない。 
(死亡) 

第10条 奨学生が死亡したときは，その保護者又は連帯保証人は，死亡届出書(別記様式第8号)に死亡を証する書類を添えて，

直ちに市長に届け出なければならない。 
2 奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは，その保護者，遺族又は連帯保証人は，前項の死亡届出書

に死亡を証する書類を添えて，直ちに市長に届け出なければならない。 
(借用証書) 

第11条 奨学生は，次の各号のいずれかに該当する場合は，連帯保証人と連署のうえ，奨学金借用証書(別記様式第9号)を市長

に提出しなければならない。ただし，奨学生の死亡により貸付けが終了した場合は，当該奨学生の保護者又は相続人が提出

するものとする。 
(1) 卒業した場合 
(2) 条例第11条の規定により奨学金の貸付けが終了した場合 
(返還) 

第12条 条例第12条本文の規定により，奨学金を返還する場合の返還額及び返還回数は，別表第2に定めるとおりとする。 
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2 半年賦による返還月は7月及び12月とする。 
(返還免除の申請) 

第13条 条例第14条第1項の規定による返還の免除を受けようとする奨学生若しくは奨学生であった者又は奨学生若しくは奨

学生であった者の保護者若しくは相続人は，連帯保証人と連署のうえ，奨学金返還免除申請書(別記様式第10号)を市長に提出

しなければならない。 
2 条例第14条第2項の規定による返還の免除は，年度ごとに，次の表の定めるところにより行うものとする。 

 相当と認める者 免除する額 
1 次の各号のいずれにも該当する者 

(1) 条例第2条第1項第3号エからキまでのいずれかに該当する者と

して貸付けを受けていたもの 
(2) 当年度に本市の市民税が賦課されている者 
(3) 前条の規定による返還及び市税に滞納がない者 

当年度に返還すべき額の2分の1に相当する

額(年度ごとの免除の総額が貸付けを受けた奨

学金の総額(総額が160万円を超える場合にあ

っては，160万円)の4分の1を超えない範囲内

に限る。) 
2 その他市長が相当と認める者 その都度市長が定める額 

3 条例第14条第2項の規定による返還の免除を受けようとする者は，奨学金返還特別免除申請書(別記様式第11号)を市長に提出

しなければならない。 
(返還猶予の申請) 

第14条 条例第15条の規定による返還の猶予を受けようとする者は，奨学金返還猶予申請書(別記様式第12号)に必要な書類を添

えて市長に提出しなければならない。 
(その他) 

第15条 この規則に定めるもののほか，奨学金の貸付けに関し必要な事項は，別に定める。 
附 則 

(施行期日) 
1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。 

(第13条第2項の特例) 
2 平成28年4月1日前に，条例第2条第1項第3号カ又はキに該当する者として貸付けを受け，その総額が40万円である者に対す

る第13条第2項の表の適用については，同表1の項中「返還すべき額」とあるのは「賦課されている本市の市民税の額」と，

「年度ごとの免除の総額が貸付けを受けた奨学金の総額(総額が160万円を超える場合にあっては，160万円)の4分の1を超えな

い範囲内に限る。」とあるのは「2分の1に相当する額が3万円を超える場合にあっては3万円，2分の1に相当する額が2万円に

満たない場合にあっては2万円」とし，返還の免除を行う回数を5回までとする。 
附 則(平成21年規則第47号) 

この規則は，平成21年4月1日から施行する。 
附 則(平成21年規則第67号) 

この規則は，公布の日から施行する。 
附 則(平成22年規則第34号) 

この規則は，公布の日から施行する。 
附 則(平成23年規則第50号) 

この規則は，公布の日から施行し，改正後の新潟市奨学金条例施行規則の規定は，平成23年4月1日から適用する。 
附 則(平成26年規則第10号) 

(施行期日) 
1 この規則は，平成26年4月1日から施行する。 

(経過措置) 
2 この規則の施行の日前から引き続き高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。) ，高等専門学校

又は専修学校の高等課程に在学する者に係る奨学金については，なお従前の例による。 
附 則(平成28年3月28日規則第44号) 

この規則は，平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和3年5月21日規則第38号) 

(施行期日) 
1 この規則は，公布の日から施行する。 

(経過措置) 
2 この規則の施行の日前に改正前の新潟市奨学金条例施行規則の規定により提出された申請書その他の書類は，この規則によ

る改正後の新潟市奨学金条例施行規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。 
附 則(令和5年3月29日規則第20号) 

(施行期日) 
1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。 

(経過措置) 
2 この規則の施行の日前に改正前の新潟市奨学金条例施行規則の規定により提出された申請書その他の書類は，この規則によ

る改正後の新潟市奨学金条例施行規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。 
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別表第1(第2条関係) 
区分 学力基準 

条例第2条第1項第3号アからウまでのいずれかに該当

する者 
中学校(中等教育学校の前期課程，義務教育学校の

後期課程及び特別支援学校の中学部を含む。) 又は

高等学校等での成績が優れていること。 
条例第2条第1項第3号エ

又はオに該当する者 
1年生 高等学校等での成績が平均3.2以上又は高等学校卒

業程度認定試験の合格者であること。 
2年生以上 申請時までの全履修科目の成績の半数が良以上又

はB以上の成績であること。 
条例第2条第1項第3号カ

に該当する者 
1年生 高等学校等での成績が平均3.5以上又は高等学校卒

業程度認定試験の合格者であること。 
2年生以上 申請時までの全履修科目の成績の半数が良以上又

はB以上の成績であること。 
条例第2条第1項第3号キに該当する者 大学又は大学院での成績等が特に優れていること。 

 
別表第2(第12条関係) 

貸付総額 初回返還額 2回目以降の返還額 返還回数 
200,000円 20,000円 30,000円 7回 
300,000円 30,000円 30,000円 10回 
400,000円 10,000円 30,000円 14回 
500,000円 20,000円 30,000円 17回 
600,000円 30,000円 30,000円 20回 
700,000円 35,000円 35,000円 20回 
800,000円 40,000円 40,000円 20回 
900,000円 45,000円 45,000円 20回 

1,000,000円 50,000円 50,000円 20回 
1,100,000円 50,000円 50,000円 22回 
1,200,000円 50,000円 50,000円 24回 
1,300,000円 46,500円 54,500円 24回 
1,400,000円 54,500円 58,500円 24回 
1,500,000円 62,500円 62,500円 24回 
1,600,000円 59,000円 67,000円 24回 
1,700,000円 68,000円 68,000円 25回 
1,800,000円 32,000円 68,000円 27回 
1,900,000円 64,000円 68,000円 28回 
2,000,000円 68,000円 69,000円 29回 
2,100,000円 70,000円 70,000円 30回 
2,200,000円 68,500円 73,500円 30回 
2,300,000円 65,000円 74,500円 31回 
2,400,000円 75,000円 75,000円 32回 
2,500,000円 68,000円 76,000円 33回 
2,600,000円 75,500円 76,500円 34回 
2,700,000円 76,500円 79,500円 34回 
2,800,000円 80,000円 80,000円 35回 
2,900,000円 78,000円 83,000円 35回 
3,000,000円 77,500円 83,500円 36回 
3,100,000円 76,000円 84,000円 37回 
3,200,000円 86,000円 86,500円 37回 
3,300,000円 81,000円 87,000円 38回 
3,400,000円 88,500円 89,500円 38回 
3,500,000円 80,000円 90,000円 39回 
3,600,000円 90,000円 90,000円 40回 
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